
 

 

 

平成２５年度事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

  法定団体として建築士法で課せられている責務を果たすと共に、平成２３年３月１１

日に発生した東日本大震災による未曾有の被災状況を踏まえ、被災地域並びに被災者の

再建に尽力することを基本方針とする。 

Ⅱ 事業計画 

 １．重点事項 

（１）（一社）岩手県建築士事務所協会・（一社）日本建築士事務所協会連合会建築復 

興支援センターを核とし、東日本大震災の復興に関する各種支援事業の推進を図る。 

（２）岩手県地域型復興住宅推進協議会の運営並びに岩手県地域型復興住宅の推進を 

図る。 

  （３）低炭素社会の実現に向けた住宅省エネルギー施策の推進を図る。 

  （４）地域材を活用した木造復興住宅の推進と木材産業の振興を図る。 

（５）会員増強と組織強化を図る。 

（６）ホームページの充実を図る。 

 ２．東日本大震災の被災支援に関する事業「（一社）岩手県建築士事務所協会・（一社） 

日本建築士事務所協会連合会建築復興支援センター関係（委託）」 

   震災復興に寄与するよう各種支援事業を積極的に実施する。 

（１）岩手県地域型復興住宅生産供給体制整備の推進支援。 

（２）被災者の住宅相談に関する支援（各種住宅相談）。 

（３）復興・復旧に向けた建築士事務所の技術力向上に対する支援（各種講習、研修 

会等）。 

  （４）復興まちづくりや各種防災イベントに対する支援（都市防災、建築物防災等に 

関するフォーラム、講演会等の開催及び調査研究）。 

  （５）建築行政への協力・支援。      

  （６）広報（災害特集号の刊行、各種情報提供、支援センター事業活動のＰＲ、ホー 

ムページの充実）。 

  （７）被災会員への支援、事務所再建への支援。 

  （８）その他復興状況を適切に判断し、必要と思われる各種支援事業の企画立案を迅 

速に行い実施する。 

 ３．総務関係 

   震災復興並びに各種事業の推進に積極的に取り組む。 

（１） 指定事務所登録機関の指定に対する体制の整備及び要望活動を行う。 

（２） 新公益法人制度移行後の運営に係る諸規定の整備を行う。 

（３） 住宅市場技術基盤強化推進事業を統括し各担当委員会と連携して実施する。 



 

（４） 復興に向けた木の暮らし創出事業を統括し各担当委員会と連携して実施する。 

（５） 各種講習会事業を統括し具体の実施は各担当委員会で行う。 

（６） 適合証明登録事業として講習会の実施及び登録業務を行う。 

（７） 木造住宅の耐震化を図るため木造住宅耐震診断事業を行う。 

（８） 会員増強及び組織の強化に取り組む。 

（９） 日事連建築賞の実施に係る応募の促進を図る。 

 ４．教育・情報関係 

   建築士事務所及び所属建築士の資質の向上及び震災復興のための技術研修の充実並 

びに社会的地位の向上を図るため、各種講習会等を実施する。 

（１） 管理建築士講習及び建築士定期講習の実施及び受講促進を図る。 

（２） 知事指定による建築士事務所の管理研修会の実施及び受講促進を図る。 

（３） 住宅市場技術基盤強化推進事業による住宅省エネルギー施工技術者及び設計

者育成講習並びに各種省エネルギー関連講習等を実施し、省エネルギー化の促進

を図る。 

（４）原木、製材、加工関連技術者及び施工技術者、設計者の育成を行う。 

（５）開設者及び所属建築士の資質や技術向上、震災復興に係る各種講習会等を実 

施する。 

（６）建築士事務所憲章の周知を図る。 

 ５．業務・技術関係 

   各種技術講習の実施及び新告示第１５号業務報酬基準及び工事監理ガイドラインの 

周知徹底、震災復興のための技術の向上、日事連の調査協力及び建築士事務所賠償責 

任保険の加入促進を図る。 

（１） 各種技術講習を企画実施する。 

（２） 震災復興のための業務・技術に関する各種講習会を実施する。 

（３） 震災復興のための業務・技術に関する情報収集及び会員への情報提供を行う。 

（４） ㈲日事連サービスとの連携による建築士事務所賠償責任保険の加入の促進を 

図る。 

（５）市町村等に対する発注者側への周知及び報酬基準の遵守を要請する。 

 ６．広報・渉外関係 

   建築士事務所協会が法定団体となった趣旨及びその社会的な役割・存在意義等につ 

いて周知を図るため、並びに震災復興のため各種広報活動を行う。 

（１） 会誌「まがりや」発行事業として、機関誌を刊行する。 

（２） 会員名簿を発行する。 

（３） ホームページの充実を図る。 

（４） 建築士事務所キャンペーン事業として、各種イベントにおけるキャンペーンを 

実施する。 

（５） 会員への情報の提供及び充実を図る。 

（６） 賛助会員との連携を強化し、各種 PRの充実を図る。 

（７） 必要に応じ各種要望・陳情を行う。 



 

  ７．公共建築関係 

   公共建築の設計監理等に関する業務の進歩改善と適正な執行を確保し、建築技術の 

向上に資するため次の事業を行う。 

（１）公共建築の設計監理の適正化と進歩改善を図る。 

（２）公共建築フォーラム事業として、震災復興のための「いわて公共建築フォーラ 

ム」を開催する。仮称「都市防災を考える」。 

（３）図書、単価表頒布事業として、公共建築にかかる建築工事積算マニュアル（RIBC 

対応）及び建築工事技術資料等を作成頒布する。 

（４）RIBCに関する技術支援を行う。 

 ８．岩手県建築設計サポートセンター事業 

   改正建築士法の全面施行に伴い、構造設計・設備設計等の円滑な実施支援に加え、 

震災復興のための対応の充実を図り幅広くサポートする。 

（１） 構造・設備一級建築士等の紹介を行う。 

（２） 指定確認検査機関・適判機関等に関する苦情の受付及び対応をする。 

（３） 建築基準法・建築士法等の相談窓口の紹介を行う。 

（４） 耐震改修等の相談に応じる。 

（５） 岩手県設備設計事務所協会との連携による支援を行う。 

９．苦情相談事業 

   自律的監督体制の確立と建築主等の保護のための苦情解決業務（建築士法第２７条 

の５）を行う。 

10．行政庁との連携、協力 

（１）東日本大震災の支援要請に積極的に協力する。 

（２）行政庁で行う各種施策及び行事に対する連携、協力を行う。 

（３）行政庁の要請に基づく各種講習会開催等への協力を行う。 

11．岩手県との連携、協力 

（１） 震災復興支援のための連携及び協力体制を強化する。 

（２） 建築指導関係 

    ① 被災住宅相談の推進を図る。 

② 木造住宅総合耐震支援事業関係 

・耐震診断・耐震改修支援制度の普及啓発の促進を図る。 

・耐震相談員派遣への協力を行う。 

    ③ 建築物の耐震対策 

・１０月の「耐震促進月間」における耐震診断・耐震改修に係る普及活動への 

協力を行う。 

④ 建築確認の円滑化に向けた取り組み 

・建築確認円滑化に向けた取り組みに対する協力を行う。 

（３）住宅企画関係  

災害公営住宅の建設に協力する。                     


